
市
は
、
平
成
２７
年
１１
月
か
ら
、
市

内
に
住
民
登
録
の
あ
る
世
帯
主
宛
て

に
、
世
帯
全
員
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

「
通
知
カ
ー
ド
」
を
簡
易
書
留
で
郵

送
し
ま
し
た
。

ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
人
は
、

同
カ
ー
ド
が
市
役
所
に
返
戻
さ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市
役
所
で
の
保
管
期
限
は
、
３
月

３１
日
㈭
で
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
処

分
し
ま
す
の
で
、
４
月
以
降
の
受
け

取
り
に
は
再
発
行
手
数
料
（
５
０
０

円
）
が
必
要
で
す
。

ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個

人
番
号
カ
ー
ド
）
を
申
請
し
た
人
に

は
交
付
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
同

通
知
書
が
届
い
た
ら
、
受
け
取
り
日

時
を
予
約
し
、
来
庁
し
て
く
だ
さ

い
。
現
在
、
申
請
か
ら
交
付
通
知
書

の
郵
送
ま
で
２
カ
月
以
上
か
か
り

ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

▼
京
田
辺
市
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

０
１
２
０
・
０
７
７
・
３
１
２
）
▼
市

民
年
金
課
（
☎
６４
・
１
３
３
０
）

市
は
、
市
内
の
防
犯
灯
（
約

６
千
３
０
０
基
）
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明

に
交
換
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
区
・
自
治
会
に
お
願

い
し
て
い
た
修
繕
や
電
気
料
金
の

負
担
な
ど
の
維
持
管
理
業
務
を
、

今
後
は
市
が
行
い
ま
す
。

【
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
の
メ
リ
ッ
ト
】

▼
点
灯
寿
命
が
こ
れ
ま
で
の
約

２
年
か
ら
約
１０
年
と
な
り
、
修
繕

費
が
削
減
で
き
る

▼
消
費
電
力
が
約
７０
％
削
減
で

き
る
た
め
、
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
を

抑
え
ら
れ
る

Ｃ
Ｏ
２
の
削
減
量
は
年
間
約

３
４
０
ト
ン
で
、
約
２
万
４
千
本

の
杉
の
木
が
１
年
間
で
吸
収
す
る

Ｃ
Ｏ
２
の
量
に
相
当
し
ま
す
。

▼
電
気
料
金
が
約
５０
％
削
減
で

き
る【

故
障
・
破
損
は
連
絡
を
】

防
犯
灯
の
点
滅
・
破
損
な
ど
異

常
を
発
見
し
た
と
き
は
、
電
柱
や

鋼
管
ポ
ー
ル
に
付
い
て
い
る
管
理

番
号
札
（
＝
写
真
）
を
確
認
し
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
・
問
合
せ
先
＝
安
心
ま
ち

づ
く
り
室
（
☎
６４
・
１
３
０
７
）
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市
は
、
保
育
所
で
勤
務
す
る
臨

時
的
任
用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
職
種
・
資
格
】

保
育
士
＝
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
人

保
育
所
パ
ー
ト
＝
保
育
所
で
の

勤
務
経
験
や
育
児
経
験
が
あ
る
人

給
食
調
理
師
パ
ー
ト
＝
給
食
調

理
師
の
資
格
を
有
す
る
人

【
勤
務
時
間
】

保
育
士
＝
原
則
と
し
て
平
日
の

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

保
育
所
パ
ー
ト
＝
次
の
い
ず
れ

か
の
時
間
帯
に
勤
務
で
き
る
人

▼
平
日
の
午
前
７
時
～
９
時
か

午
後
４
時
３０
分
～
７
時

▼
土
曜
日
の
午
前
７
時
～
午
後

４
時給

食
調
理
師
パ
ー
ト
＝
土
曜
日

の
午
前
８
時
３０
分
～
正
午

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

【
賃
金
】

保

育

士

＝

月

額

１７
万
１
千
２
０
０
円

保
育
所
パ
ー
ト
＝
時
間
額

９
５
０
～
９
８
０
円

給
食
調
理
師
パ
ー
ト
＝
時
間
額

１
千
３０
円

【
採
用
日
】

４
月
１
日
㈮
以
降

【
申
込
方
法
】

職
員
課
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
る
申
込
書
を
、
事
前
に
電
話
予

約
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い

【
問
合
せ
先
】

職
員
課
（
☎
６４
・
１
３
２
４
）

今
年
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
切
り
替
え
の
年
で
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
（
薄
い
紅
色
）
は
、

３
月
１４
日
以
降
に
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し

ま
す
。
現
在
の
被
保
険
者
証
は
、
４
月
１

日
以
降
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
る
場
合
は
、
国
保
医
療
課
で
の
納
付
相

談
後
の
交
付
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

耐
震
改
修
の
た
め
一
時
閉
館
し
て

い
た
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
常
磐
苑
の

工
事
完
了
に
伴
い
、
浴
場
・
ホ
ー
ル

な
ど
の
施
設
利
用
を
再
開
し
ま
す
。

な
お
、
閉
館
中
、
移
転
先
で
業
務

を
行
っ
て
い
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
あ
ん
あ
ん
常
磐
苑
・
常
磐
苑
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
・
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
事
務
局
も
、
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
常
磐
苑
で
業
務
を
再
開
し
ま

す
。再

開
日
＝
３
月
２８
日
㈪

問
合
せ
先
＝
▼
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
あ
ん
あ
ん
常
磐
苑
（
☎
６８
・

１
３
１
０
）
▼
常
磐
苑
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
（
☎
６３
・
５
５
６
６
）

▼
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
常
磐
苑
・
老

人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局
（
☎
６２
・

３
６
４
３
）

市
は
、
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
加

入
者
の
所
得
に
応
じ
、
国
保
税
の
軽
減

措
置
を
設
け
て
い
ま
す
。

軽
減
を
受
け
る
に
は
、
平
成
２７
年
分

の
所
得
申
告
が
必
要
で
す
。
世
帯
の
中

に
申
告
し
て
い
な
い
人
が
い
る
と
、
軽

減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
次

に
該
当
す
る
人
は
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
告
が
必
要
な
人
】

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、
１
月

１
日
現
在
１９
歳
以
上
の
人

家
族
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
、
遺
族

年
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人
、
市･

府
民
税
の

申
告
義
務
が
な
い
人
も
申
告
が
必
要
で

す
。【

申
告
先
】

１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
民
登
録

が
あ
る
人
＝
税
務
課

１
月
２
日
以
降
に
市
内
に
住
民
登
録

し
た
人
＝
国
保
医
療
課

皆さんは、再生資源集団
回収事業をご存じですか？
この事業は、区・自治会
や子ども会などの地域団体
が、資源として利用できる
古紙類（新聞・雑誌・段ボー
ルなど）・衣類・金属類（ア
ルミ缶・スチール缶など）・
ビン類などのごみを回収
し、資源回収業者に引き渡
した量に応じて市が補助金
を交付するものです。
資源として利用できるも
のを生かす自主的な資源回
収活動は、地域コミュニ
ティの活性化や、再資源化

によるごみの減量につなが
ります。昨年は、82 団体
が参加し、年間ごみ総量の
1割に当たる 2,250 トンが
再資源化されました。これ
により、市は 1,350 万円（1
団体当たり平均 16 万 5 千
円）の補助金を交付しまし
た。
あなたも、ごみを資源に
変える地域の再生資源集団
回収事業に参加し、ごみの
減量に取り組みましょう。
問合せ先＝清掃衛生課

（☎ 68-1288）

ごみを減らすことは、地球と財布に優しい暮らしを
実現すること。必要なのは、私たち一人ひとりのちょっ
とした心掛けです。
ごみ減量のヒントを紹介するシリーズの最終回は、
再生資源集団回収事業についてです。

シリーズ③ 集団回収でごみを資源に

◆国民健康保険◆
対象＝国保税を滞納していな
い世帯で、次のすべてに該当す
る人
▼平成 28 年 5 月 6 日現在、
30 歳以上 75 歳未満で、1年以
上継続して本市の国民健康保険
に加入している
▼入院・妊娠していない
申込・問合せ先＝国保医療課

（☎ 64-1332）

◆後期高齢者医療◆
対象＝保険料を滞納していな
い後期高齢者医療の被保険者
で、次のすべてに該当する人
▼入院していない
▼養護老人ホーム・介護保険
施設に入所していない
申込・問合せ先＝国保医療課

（☎ 64-1374）

市は、国民健康保険（国保）・後期高齢者医療の加入
者を対象に、「外来半日人間ドック」「脳ドック」「併用ドッ
ク（人間・脳ドックの両方）」の受診費用を助成します。
病気の予防や早期発見・
早期治療に役立てましょ
う。
助成額＝受診費用の 7割
申込期間＝ 4月 1日㈮～
5月 6日㈮
詳しくは、3月下旬に郵
送する案内をご覧くださ
い。

【相談コーナー】
専門のアドバイザーが相談に応じます。
時間＝右表のとおり
定員＝各先着 6人

申込方法＝ 3 月 7 日㈪から電話で
受け付けます。保育（0歳児～就学前）
を希望する人は、3月 17 日㈭までに
申し込んでください
【写真撮影コーナー】
履歴書用の写真をプロのカメラマン
が撮影し、データをお渡しします。
時間＝午前 10 時 30 分～午後 1 時
30 分
定員＝先着 30 人
【履歴書添削コーナー】
専門家が履歴書の添削を行います。
自身の履歴書を持参してください。
時間＝午前 10 時 30 分～午後 4 時
50 分

電柱などに設置している
管理番号札

市は、行政運営の参考とするた
め、インターネットを使ったアン
ケート「京田辺市 eモニター（た
なモニ）」の登録者を募集します。
登録者には、アンケートをメー
ルでお知らせします。
対象＝市内に在住・通勤・通学
する 18 歳以上の人

市議会議員・市職員は除きます。
内容＝市の施策・事業に対する
みなさんの意見や満足度などにつ
いてのアンケート。結果は市ホー
ムページで公開します
費用＝無料。インターネット・
電子メールの送受信にかかる通信
料は自己負担です
登録方法＝京田辺市 e モニ
タ ー（https://www.kyotanabe-e-
monitor.jp/）にアクセスし、画面
に従って登録してください
問合せ先＝秘書広報課（☎ 64-
1320）

市は、女性やひとり親を対象に、働
き方などについての相談会を開きま
す。
日にち＝ 3月 23 日㈬
場所＝中央公民館
対象＝市内に在住・通勤・通学する
次に該当する人
▼再就職・チャレンジ相談…再就職
や自分に合った働き方を見つけたい女
性▼ひとり親家庭など自立支援相談…
自立に向けた働き方や仕事と子育ての
両立などについて相談したいひとり親
家庭のお父さん・お母さん
費用＝無料
申込・問合せ先＝▼再就職・チャレ
ンジ相談…女性交流支援ルーム（☎
65-3727）▼ひとり親家庭など自立支
援相談…子育て支援課（☎ 64-1376）


